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今週のアナウンス  
 
◆理事に対する費用払い戻し等の支払いに関する2014年度年次報告（2013年7月1日-2014

年6月30日分） 

<https://www.icann.org/news/announcement-3-2014-10-31-en> 

 

アカウンタビリティと透明性を維持するプロセスの一環として、ICANNは付随定款第XVI条第3

項に従い、報告書を公開します。付随定款第XVI条第3項では、「理事会は少なくとも1年に一

度、ICANNから理事に対するすべての支払い（費用の払い戻し等）について、その説明[中略]

を発行するものとする」旨を定めています。 

(2014/10/31) 
	  	  	  	   

◆2014年度の監査済み財務諸表を公開	  	   

<https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-10-31-en> 

 

新たに任命された独立監査人・BDO LLPによる監査報告書を公開します。今回の監査で、

BDO LLPは「問題なし」との判定を下しています。こうした独立監査人による監査は、決算報告

に関してICANNがアカウンタビリティと透明性を確保する施策の一つです。 

(2014/10/31) 

 

◆DNS起業家向けワークショップ：「アフリカおよび中東における持続可能 

なドメイン名ビジネスの構築」 

<https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-31-en> 

 

アフリカと中東のステークホルダーに引き続き関与していくため、ICANNはAfrica Information 

and Communication Technologies Alliance（AfCTA）およびエジプト政府National 

Telecommunication Regulatory Authority（NTRA）と共同で、初のDNS起業家向けワークショッ

プを2014年11月4日-5日の2日にわたって開催します。 

(2014/10/31) 

 

◆ICANNがGANDI SASのデータ保存義務を猶予 

<https://www.icann.org/news/announcement-4-2014-10-29-en> 
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レジストラのGANDI SASは先ごろ、2013 RAAのデータ保護仕様セクション3に基づくレジストラ

データ保存義務について、これを猶予するよう求める申請を提出しました。データ保護仕様で

は「過去に2013 RAAによるデータ保存義務の猶予が認められたケースがあり、その際に根拠と

された法律と同じ法律を別のレジストラも順守しなければならない場合、そのレジストラは同様

の猶予をICANNに申請できる」と定めています。ICANNが合理的な不承認事由をレジストラに

示せない限り、その申請は承認されます。 

(2014/10/29) 

 

◆ICANNがIP Twins SASのデータ保存義務を猶予 

<https://www.icann.org/news/announcement-3-2014-10-29-en> 

 

レジストラのIP Twins SASは先ごろ、2013 RAAのデータ保護仕様セクション3に基づくレジストラ

データ保存義務について、これを猶予するよう求める申請を提出しました。データ保護仕様で

は「過去に2013 RAAによるデータ保存義務の猶予が認められたケースがあり、その際に根拠と

された法律と同じ法律を別のレジストラも順守しなければならない場合、そのレジストラは同様

の猶予をICANNに申請できる」と定めています。ICANNが合理的な不承認事由をレジストラに

示せない限り、その申請は承認されます。 

(2014/10/29) 

 

◆ICANNがCPS-Datensysteme GmbHのデータ保存義務を猶予 

<https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-10-29-en> 

 

レジストラのCPS-Datensysteme GmbHは先ごろ、2013 RAAのデータ保護仕様セクション3に基

づくレジストラデータ保存義務について、これを猶予するよう求める申請を提出しました。データ

保護仕様では「過去に2013 RAAによるデータ保存義務の猶予が認められたケースがあり、そ

の際に根拠とされた法律と同じ法律を別のレジストラも順守しなければならない場合、そのレジ

ストラは同様の猶予をICANNに申請できる」と定めています。ICANNが合理的な不承認事由を

レジストラに示せない限り、その申請は承認されます。 

(2014/10/29) 
	  	  	  	   

◆ICANNがHostserver GmbHのデータ保存義務を猶予 

<https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-29-en> 

 

レジストラのHostserver GmbHは先ごろ、2013 RAAのデータ保護仕様セクション3に基づくレジ

ストラデータ保存義務について、これを猶予するよう求める申請を提出しました。データ保護仕

様では「過去に2013 RAAによるデータ保存義務の猶予が認められたケースがあり、その際に

根拠とされた法律と同じ法律を別のレジストラも順守しなければならない場合、そのレジス 

トラは同様の猶予をICANNに申請できる」と定めています。ICANNが合理的な不承認事由をレ

ジストラに示せない限り、その申請は承認されます。 
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(2014/10/29) 

 

◆ICGが第6回電話会議の開催を発表 

<https://www.icann.org/news/announcement-2-2014-10-28-en> 

 

IANA監督権限移管に関する調整グループ（IANA Stewardship Transition Coordination 

Group, ICG）は、2014年10月29日12:00-13:00 UTCに第6回電話会議を開催します。 

(2014/10/28) 

 

◆ICANNのステークホルダー向け四半期報告 - 第1四半期分の報告会は2014 

年11月20日開催、参加登録募集中 

<https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-28-en> 

 

ロサンゼルス会合でもアナウンスしましたが、ICANNではこのほど、戦略計画と業務計画の遂行

状況をコミュニティと共有する目的で、四半期ごとに「ステークホルダー向け報告」を実施するこ

とにしました。 

(2014/10/28) 
	  	   

◆GNSO見直しの360度評価アンケート（追加実施）にご協力を！ 

<https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-27-en> 

 

GNSOに関するより多くのインプットを取り入れるため、360度評価アンケートを追加実施します。

GNSOのワーキンググループに対する皆さまの貴重なご意見を募集しています。 

(2014/10/27) 

 

◆第52回ICANNマラケシュ会合に関するお知らせ 

<https://www.icann.org/news/announcement-2014-10-26-en> 

 

今後アフリカで渡航制限が予想されることから、モロッコ政府が先般、同国でのアフリカネイショ

ンズカップ（サッカー大会）の開催を延期するよう要請しました。こうした状況を念頭に、ICANN

はICANN 52マラケシュ会合（2015年2月8日-12日）開催の適否をローカルホストと検討していま

す。 

(2014/10/26) 
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ICANNウィークリーニュース日本語版向け追加情報  
 
◆ICANN 52会合の開催地はシンガポールに決定 

<https://www.icann.org/news/announcement-2014-11-03-en> 

 

会場は、ICANN 41（2011年6月）およびICANN 49（2014年3月）の会場と同じくRaffles City 

Convention Centerです。マラケシュでのICANN会合については、2016年前半に開催すること

を予定しています。 

(2014/11/03) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ICANNについて  
 
ICANN付随定款：<http:/ / www.icann.org/ en/ general/ bylaws.htm> 
ICANN付随定款は、安全性、安定性およびアクセシビリティに関するICANNの 
使命を規定しています。ICANNはこの非常に重要な文書を順守し、開かれた 
透明性の高い組織となっています。 
 
・ICANNについての詳細情報：<http:/ / www.ICANN.org> 
・ICANN戦略計画（2012- 2015年度）：<http:/ / www.icann.org/ en/ planning/ > 
・ICANN業務計画および予算（2015年度）：<http:/ / www.icann.org/ en/ financials/ budget- opplan.htm> 


